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I は　じ　め　に

　1995年4月30日から5月2日までの3日間，中国上海市の復旦大学日

本研究センターにおいて，同研究センター設立5周年を記念して，第5回

1）Center for Japanese studies,Fudan University（220 Han Dan Road,

　Shanghai, 200433,P.R. China）.
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中日国際シンポジウム「日本公企業の民営化とその問題点」が開催された.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）筆者はこれに参加，報告する機会に恵まれ，社会主義国中国を初訪問し，

日本および中国の国有企業の民営化心ついて日中両国の研究者と意見交換

をするとともに,ト「社会主義を堅持したま1ま市場経済化を推進する」とい

う他国に前例がない難題に挑戦しつつある中国経済の実態を直接視察し，

情報収集を行うという貴重な経験を積むことができた．本稿は，同国際シ

ンポジウみにおける日本公企業民営化の経験と中国国有企業民営化の実験

に関する両国研究者の報告を紹介し，筆者の立場からするコメントを加え，

日中両国，とくに中国における公企業民営化政策の今後のよりよき実践の

ための教訓を導出することを日的とするものである．

　それに先立ち，筆者にとって従来疎遠であった中国へ赴き，報告するこ

とになった経緯を，簡単に述べておこう. 1995年1月17日の阪神・淡路

大震災により，筆者の住む宝塚市中山寺地区は震度7の激震比見舞われ，

わが家も全壊してしまった．その余韻もまださめやらぬ某日，惨禍のなか

で申吟している筆者の許へ，中央大学の直江重彦教授から，復旦大学での

シンポジウムでの報告依頼の電話が入った．その後，中国到着後，それは

日本研究センターの鄭励志所長の強い要請によるものであったことを知っ

た．また，筆者の公企業研究が中囚人研究者の聞で広く参考にされている

ことも知った．一例として，東北財経大学（大連）の金鳳徳教授, El家計

画委員会経済研究所（北京）および青島大学の孔凡静教授，中山大学（広

州）の那建華教授などから，その旨の挨拶を承った．これは思わぬ発見で

あり，研究者としては大いなる喜びでもあった．

　シンポジウムでは，日本側からは13名の大学教授と2名の政府関係者

による計15本の報告がなされた．中国側からは, 17名の研究者による14

1）香港，マカオ，台湾へは1971年12月に行ったことはあるが，社会主義国

　中国訪問は，今回が初めてであった．
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本の研究報告があった．ほかに，日本側の教授1名による総括と，中国側

若干名の教授による総括やコメットがあった.‥研究報告はセッション1か

ら8までが, A組とB組に分けて二つの会場で行われた．それに先立つ

最初の全体会議では基調報告が，また最後を締めくくった全体会議では総

括とコメントが行われた．これらは3日間，午前9時から午後6時まで，

わずかの休憩時間をはさんでハードに，かつ有意義に進められた．以上の

ほかに，復旦大学の教授や学生，上海市や深川市からの実務家など，多数

の出席者があった．　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　シンポジウムにおける報告と討議を通して，中国側としては，日本の経

験に学びつつも，中国の政治経済体制に適合した民営化の具体策を模索す

るうえで，また日本側としても,ｺ過去の民営化の実践における問題点や反

省点を再確認するうえで，日中双方ともに多大の成果を収めることができ

たことは疑いない．

H　シンポジウムのプログラム

　まず, 3日間にわたるシンポジウムのプログラムを紹介することから始

めよう．これによって，シンポジウムの内容の概観が可能となり，さらに，

日中双方の公企業民営化の理論と実践における諸問題点，すなわち民営化

の具体的な政策決定，民営化の実践，その成果と評価など重要なポイント

が明らかとなるであろう．　　1

　報告のテーマと報告者名は，以下のとおりであった．

4月30日（日）

開幕式（逸夫楼国際会議場）

　司　　会　孟　祥生（復旦大学日本研究センター副所長）

　開会挨拶　鄭　励志（復旦大学日本研究センター所長）

　　　　　　施　岳群べ復旦大学副学長）
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小林二郎（在上海日本総領事）

郭　焔烈（上海市日本学会会長）

全体会議（逸夫楼国際会議場）　i　　　　　　　　　　　ぐ

　司　会　橋本寿郎（東京大学教授）,ｲ五　柏麟（復旦大学経済学部教授）

　基調報告　1.「市場経済と公企業の役割」　　　　　　　　　　　　ニ

　　　　　　…………=:･=　植草＝益（東京大学教授）　　　　　‥

　　　　　　2.「日本における公企業の改革」

　　　　　　　　　し=堀江正弘（日本総務庁行政管理局管理官）

　　コメントと討論　　　　　犬　しト

　　　　　　1.張　薫華∧（復旦大学経済学部教授）

　　　　　　2．朱　紹文（中国社会科学院日本市場経済研究センター教授）

分科会

　セッション1（A組）日本公企業の歴史的考察（外事処1階）

　　司　会　孔　凡静（国家計画委員会経済研究所教授）

　……　　　　　遠山嘉博（追手門学院大学教授）　　　　　ニ

　　　　　　1.「日本工業化初期段階における国有事業の払い下げ（民営

　　　　　　　化）」　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　……

　　　　　　　　　森川英正（慶応義塾大学教授）

　　　　　　2.「電力国家管理と電気事業再編成一市場メカニズムと国

　　　　　　　家規制-」　　　　　十

　　　　　　　　　山崎広明（埼玉大学教授）　　　　　　ノ　　ニダ：

　　　　　　3.「明治政府の官業から民営への転向政策及びその社会的影

　　　　　　　響にういて」　　　　犬

　　　　　　　　　趙　建民（復且大学歴史学部助教授）

　　　　　　　　　顧　慶立（復旦大学大学院歴史学科修士課程）
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4 「19世紀末の日本における財産権関係の重大な調整一明

治政府の『官業の払い下げ』を論ずｰ」

　　金　明善（遼寧大学教授）

　　車丿維漢（遼寧大学助教授）　ノ

コメントと討論　　　　　　　コ

　　　1.金　鳳徳（東北財経大学教授）j

　　　2.那　建華（中山大学教授）　‥

　　　3.加藤栄一（信州大学教授）

　　　4.新田俊三（東洋大学教授）

セッション2（B組）戦後日本公企業の役割と機能（日本研究セン

　　　　　　　　　　　ター1階）

　司　会　直江重彦（［り央大学教授］

　　　　　張　碧清（中国国際問題研究所教授）

　　　　1.「戦後の金融システムと日本開発銀行の役割」

　　　　　　　　橋本寿朗（東京大学教授）

　　　　2.「日本財政における道路公団」

　　　　　　　　河野准隆（拓殖大学教授）

　　　　3.「日本国有企業体制の特徴及び歴史的な役割についてｰ

　　　　　　それどともに国有企業の行き方も論じるｰ」

　　　　　　　　:白　成埼（吉林大学教授）尚

　　　　4.「日本の公私混合企業（第三セクター）について」

　　　　　　　　余　炳離（吉林大学教授）

　コメツ･ﾄと討論　　　　　　　　　ニ

　　　　1.張　暉明（復且大学経済学部助教授）

　　　　2.江　瑞平（河北大学助教授）

　　　　3.広岡治哉（法政大学教授）

　　　　4.安部一成（東亜大学学長，教授）
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5月1日‥（月）　　　　　　　　　　　　　　　　こ　し

分科会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　セッション3（A組）日本公企業の民営化と成果［1］（外事処1階）

　　司　会　山崎広明（埼玉大学教授）,余　炳離（吉林大学教授）

　　　　　　1.「臨調と3公社の民営化」

　　　　　　　　　遠山嘉博（追手門学院大学教授）

　　　　　　2.「日本の国有企業とその民営化」

　　　　　　　　　金　鳳徳（東北財経大学教授）

　　　　　　3.「日本国有企業民営化の背景，状況及び啓示-NTTと

　　　　　　　JRを例としてｰ」

　　　　　　　　　程　紹海（天津市現代日本研究所副研究員）

　　コメントと討論

　　　　　　1.全　惟幸（上海社会科学院アジア太平洋研究所助教授）

　　　　　　2.植村利男（亜細亜大学助教授y

　　　　　　3.直江重彦（中央大学教授）

セッション4（B組）日本公企業の民営化と成果［2］（日本研究セン

　　　　　　　　　　　ターI階）

　司　会　白　成埼（吉林大学教授）,森川　英正（慶応義塾大学教授）

　　　　1.「日本における鉄道民営化の経験と教訓」

　　　　　　　　広岡治哉（法政大学教授）

　　　　2.「日本国鉄の民営化」

　　　　　　　　孔　凡静（中国国家計画委員会経済研究所教授）

　　　　3.「日本“国鉄”改革の経験を参考にしてりっぱに中国の国

　　　　　　有企業の改革を」ノ

　　　　　　　　張　碧清（中国国際問題研究所教授）

　　　　4.「日本国鉄民営化の原因」
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　　　　　　　　鄙　建華（中山大学教授）　　I

コメントと討論

　　　　1.陸　徳明,（復旦大学日本研究-ir yター教授）

　　　　2.焦　必方（復旦大学経済学部助教授）

　　　　3.傅　均文（上海市社会科学研究院世界経済研究所副研究員）

　　　　4.山内弘隆（一橋大学助教授）

セッション5（A組）日本公企業の民営化と成果［3］（外事処I階）

　司　会　山内弘隆（一橋大学助教授）,金　明善（遼寧大学教授）

　　　　1.「NTTの経営形態のおり方」

　　　　　　　　直江重彦（［μ央大学教授］　　　　　　　　　　◇

　　　　△2.「たば=こ事業民営化の実践と成果」

　　　　犬　　　山谷修作（東洋大学教授）

　　　　3.「日本航空完全民営化政策の検討」

　　　　　　　　植村利男………=（亜細亜大学助教授）

　コメントと討論

　　　　　1.山崎広明（埼玉大学教授）

　　　　　2.橋本寿朗（東京大学教授）　し

　　　　　3.白　成埼（吉林大学教授）

　　　　　4.張　碧清（中国国際問題研究所教授）ﾄ

セッション6べB組）日本公企業の民営化と中国国有企業の改革［1］

　　　　　　　　　　　（日本研究センター1階）　=つ

　司　会　新田俊三（東洋大学教授），金　鳳徳（東北財経大学教授）

　　　　1.「巾国の新しいグラy下，デザインー民営化による保険，

　　　　　　年金の基金創設-」

　　　　　　　　叶　芳和（国民経済研究協会会長）
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　　　2.「会社化：中国国有企業民営化ぺの道一日本企業の民営

　　　　　化を参考にした分析-」

　　　　　　白張　暉明（復旦大学経済学部助教授）

コメントと討論　………=:……＼j万　：　……=　　し

　　　1.森川英正（慶応義塾大学教授）

　　　2.遠山嘉博（追手門学院大学教授）

　　　3.伍　柏麟（復旦大学経済学部教授）

　j　　4.鄭　励志（復旦大学日本研究センタ：－所長）

5月2日（火）　　　　　　　　　　　　　　……=ニ．　　　　　　：

分科会　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥＞）

　セッション7（A組）世界各国公企業の民営化の比較（外事処1階）

　　司　会　河野前m （拓殖大学教授）√鄙　建華（中山大学教授）

　　　　　1.「イギリス比おけこる公企業民営化」

　　　　　　　　　山内弘隆ﾄ（-橋大学助教授）=犬△===

　　　　　2.「フランスの民営化問題」

　　　　　　　　　新田俊三（東洋大学教授）　……

　　　　　3.「ドイツにおける公企業の民営化こ日独比較の視点か

　　　　　　　らｰ」　　　　……:　　　　　ニ

　　　　　　　　　加藤栄こ（信州大学教授）　　］し

　　　　　4.「日本民営化と英仏私有化の背景比較」

ト　　　　　　▽　江　瑞平（河北大学日本研究所助教授）

　　コメントと討論　　ニ

　△尚　　」丿金二明善（遼寧大学教授）　　几　　　　　　　レ

　　　　　2.余　炳離（吉林大学教授）　　犬　　尚

　　　　　3.山谷修作（東洋大学教授）ノ　ト

　　　　　4.河野唯隆（拓殖大学教授）
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セッション8 （B組）日本公企業の民営化と,中国国有企業の改革［2］

　　　　　　　　　　　（日本研究センターI階）

　司　会　植村利男（亜細亜大学助教授）,レ車　維漢（遼寧大学助教授）

　　　1.下日本公企業民営化に関する諸問題の理論的考察」

　　　　　　　　伍　柏麟（復旦大学経済学部教授）　　＼　　　　　＝

　　　　2.「中国国有企業の改革と日本の経験」　　　　　…………:

　　　　　　　　全　惟幸（上海社会科学院アジア太平洋研究所助教授）

ト3.「国有民営は希望の道であるｰ“希望グルTプ”の“混合

　　　　　　〉プロジェクトから中国国有企業民営化の改革を見るｰ」

　　　　　　　　余　揚君，袁　海萍（上海市計画委員会経済研究所）

ヶコメントと討論　　　　･．･･･．・　　　　　　　．･．．･=　　　　　………=ト

＼万……1.叶　芳和（匡I民経済研究協会会長）ﾉ　　＼十六　　犬　し

　　　　ニ2.華　　民（復旦大学世界経済学部教授）……I:………づ　　ト

　　　　3.孔　凡静（中国国家計画委員会経済研究所教授）　犬

全体会議（逸夫楼国際会議場）

　　司会　加藤栄一（信州大学教授）.朱　紹文（［p国社会科学院教授］

　　　　　各セッション代表（1名）による報告　　　　　=y▽し……=..:

総括と閉幕式　　　　　　　　　∧

　　司　会　鄭　励志（復旦大学日本研究センター所長）

　　　　　レ総括：安部一成（東亜大学学長）　　＼　………

　　　　　　　＼　　陳　建安（復旦大学日本研究センター副所長）

　　　　　2レ優秀論文の表彰　　　　　　　………=1

　　　　　3.日本と中国学者の言葉　　　　　犬　＝　　　　ノ

　　　　　4.閉幕の挨拶　／　　　　　　　　　　　　し………
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Ⅲ　報告の要旨とそれへのコメント

．上記のプログ.ラムのうち筆者は;…………j.･4月 30日の全体会議とセッション1

（A祖）（司会を担当）, 5月1日のセ･･φション3（A組）（報告を行う）とセッ

ション6（B組）（コメンレトを行う）, 5月2日のセッションフ（A組）と全

体会議に出席した．セデション2（B組）,セッショレン4（B組）,セッ

シ･ヨン5べA組）,セッシ白ン8（B組）には，ぜひ聞きたい報告もあった

が，同時進行のため出席できず，残念であlつた．以下では，筆者が出席し

たパートの諸報告の要旨を紹介し√ﾄ筆者なりのコメントを加えておこう．

　報告は,……:日本人の日本語によるものは中国語に同時通訳され，中国人の

中国語によるものは日本語に同時通訳された．したがって，すべての報告

を日本人，中国人双方が理解できる仕組みとなっていた．同時通訳は復旦

大学の外国語学部の教員によらてなされたというが，いずれの場合もじつ

に見事な同時通訳であり，その流暢さには感嘆させられた．ただ，通訳の

ための時間の必要上，報告そのものの時間はかなり圧縮されざるをえな

かった.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･.･

　1　基調報告　　　　　　＼

　日本側から2本の報告がなされ，日本資本主義における公企業の役割，

実態，そして改革が，理論的，歴史的に説明された．

　植草益教授の「市場経済と公企業の役割」は，戦後日本における経済民

主化政策の実施とそれに伴う市場経済および競争機構の確立から説き起こ

し，それにもかかわらずそこにおいて公企業が残存する理由，公企業の諸

形態，役割ないし目的に論及し，しかしながら公企業はやがて民営化され

るに至る運命を持っていることを強調したものであった.）とくに, （1）「市

場経済」においても，政府の産業への直接介入が多く存在すること, (2)

10－
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市場機構領域と公的規制領域との有機的結合と有機的機能化は決定的;に重

要なものであり，それによって経済社会の安定性と成長性が実現されうる

こと,（3）両者の組み合わせや運営方式は，経済発展段階に応じて異なる

こと，以上の3点の指摘は注目すべきものであり，中国経済の市場経済化

の将来にとって重要な示唆に富むものごと思われた．また，公企業は形態的

には，「政府現業→公共法人→公私混合企業→私企業」の方向で組織変革

されるとの説明は，表現上の差はあれ実質的には,大筆者の丁官庁企業（純

粋官庁企業→自主化官庁企業）=ヤ公共体企業→特殊会社（公有会社→公私混合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1)会社）→私企業」という自主化志向の経営形態変更論と軌を一にするもの

であった．さらに，公企業はそれぞれの時代的要請の産物であること，し

たがって，公企業は非効率性という固有の性格的要因ども相まって，「そ

の時代の役割を終えると，整理・統合i改組される運命を担っている」と

の指摘は，明快にして直截的であり，筆者にとって印象に残るものであう

た（ただし，これについて筆者は重大な疑義を禁じえない一後述）.なお，最

後の部分にあった中国公企業民営化への若干の論及は，中国人研究者の関

心を大いに喚起したことと思われる．　　　　　･･　　　　　　　＼

　植草報告の内容は全体として，筆者にとって十分納得的なものであった．

筆者のこれまでの主張との共通点も多く，総論として異論の余地はない．

しかしながら細部においては，いくつかの問題ないし疑問なしとしえない．

　第1に，国レベルの巨大公企業と規模がはるかに小さく企業性のほとん

どないものとが区別されることなく，十把一からげに論じられているとい

う問題かおる．公企業論で通常論じられる対象は国レベルの巨大公企業で

あり，本シンポジウムでも国レベルのものが主たる対象となったが，これ

からみると，「国の公企業は，戦争直後の7から, 1970年代頃には114に

O　遠山嘉博『現代公企業総論』東洋経済新報社, 1987年，第6章に詳述して

　ある．
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増加=1したよとの指摘は誤解を与え=るであろう／まず，その事業内容が問題

であり，増加分のほとんどは･，企業性の‥きわめて乏しいものであったトこ

れらは，特殊法人という用語でくくるならともか=くト公企業として一括的

に論ずるのは問題かおる．公社，特殊会社，金融機関はともかく，公団か

ら事業団になるにつれて企業性は急速に乏しくなり,）総数の4割程度を占

めるその他のグループでは，企業性の欠如したものがほとんどであるから

であるごっぎに√丁公的規制領域の拡大による公企業数の増加」をいうの

であれば，公企業数およびその増加の大宗を占める地方公営企業を無視す

べきではないであろうン国レベルの特殊法人数の増加には√公企業と称す

るにはあまりにも企業的でないものが多く，民営化の論議に際してこれら

をも公企業と七で二律に論ずるのは適切でないであろう．

……第2に，公企業は時代の要請の産物であ）り√歴史の産物であるとの指摘

は妥当にして納得しうると七ても，「その時代の役割を終えると整理・統

合・改組される運命にある」との説は，あまりにも観念論的であるとせざ

るをえない．箪者は「公企業は政治の産物である」として，公企業の政治

　　　　　　　　1)性を強調してきた．それは通常，公企業の経営への政治の介入について論

じられるが，政治の影響が最も顕著にあらわれるのは，公企業の創設と消

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）滅の局面においてであることも強調した．実際，公企業は時代の要請下に

それぞれの理由付けのもとに創設されるが，たとえ時代の役割を終えたと

しても，政治の力学上，その消滅が直ちに，スムーズに実現するものでは

ない．歴史的役割を終えた不採算公企業が，政治家や官僚の抵抗，直接間

接の利害関係者の反対，労働組合の抵抗などによって存在しつづけ，消滅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3)に至らしめ難いのが日本の現状である．

1）前掲書, 33, 61－64, 77,80, 154－55ページ，その他各所．

2）前掲書, 33ページ．

3）こ万の点について筆者は，シンポジウムの提出論文および報告の最終部でも

　強調している.

　　　　　　　　　　　　　　　　－12－



復旦大学中日国際シンポジウム千日本公企業の民営化とその問題点」

　:第3は，公企業の非効率性を論ずる場合レそれを公企業固有の性格とし

て普遍化されている点であるよ公企業と私企業とを，単に表面的な決算上

の数字のみで比較するのは妥当性を欠く．公企業にはX非効率や親方日

の丸意識など，独自の非効率要因もあるにはあるが;同時に,上私企業は負

担しない公共性発揮の義務かおるソここにこそ公企業の存在理由があり，

市場経済において公企業が完全に消滅しえぬ要因がある．このことは，と

りも直さず，植草報告の冒頭にあった「市場経済における市場機構領域と

公的規制領域の有機的並存」が経済社会の安定と成長に大きく貢献してき

ているとしいう問題意識に立ち返ることになる．　　　　　　　　　lニI

　堀江正弘氏の「日本における公企業の改革」は，行政官僚の立場から，

日本の公企業の設立，改革，今後について，戦前から現在までを全時代的

に，形態的，実態的に分析したものであうた..コすなわち，明治から現在ま

での100余年間を七つの時期に区分し，それぞれの時代の要請によって設

立された公企業の実際例，目的，形態，非持続性と改革の必要性が説明さ

れ，日本公企業の歴史的全体像が浮彫りにされた．内容は詳細かつ綿密に

わたり，公企業の時代的推移の歴史が明確化された．それを通して，ここ

においてもまた，公企業の歴史的所産としての本質的性格が強調された．

また，国レベルの公企業に加えて，地方レベルの公企業への論及が印象的

であった．　　　　　　　　……:　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　：

　ただ，歴史的概観において，昭和50年代以降が一括的に論じられたが，

昭和50年代と60年代に分けて時代的推移を考察することは可能であり，

また必要でもあろう．また，公企業の非継続性の強調において，歴史的所

産であるからとしてその改革，より端的には改廃を跡づけ，それを称揚す

ることは納得的であるとしても，それが経済合理的に実践されているかと

なると，大なる疑問を感ぜざるをえない．政府官僚の立場としては，その

ように主張することは合理性と必然性を持つものと思われるが,ﾄ公企業の

　　　　　　　　　　　　　　　－13－
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整理・消滅についてはたして国民を納得させるに十分に改革的に推移して

きているかとなると，とうていそうとは思われず，われわれ公企業研究者

としては√j行政官僚との意識のずれを否定しえない。歴史的役割を終えた

不採算公企業の温存の原因の究明と対策の樹立こそが重要であり，堀江氏

にも，先の植草報告に対すると同様の批判を提示せざるをえない。

　以上の基調報告に対して，中国側からコメントがなされた．

　張薫華教授は，主として植草報告に対して，公企業の歴史的産物として

の本質，公的規制，民営化などに学ぶべき点があったと述べたうえで，中

国の公企業民営化について，公企業の効浙t生の低さ，そのための従業員削

減の必要性，それにもかかわらず人口過剰のゆえに自由に職員削減を行い

難い現状を説明された．そして，社会主義下で民営化企業をいかに運営す

ればよいかについて，日本側の意見を聴したいとの希望を表明された．

　朱紹文教授は，まず中国と日本との友好を強調し，共同研究への日本側

の参加に謝意を表された後，広範囲にわたって適切かつ新鮮なコメントを

展開された．明治の官業払い下げて政府の民間企業育成の必要性）と近年の

民営化との違い，日本の公有化（海外進出のため）と中国の公有化との違い，

民営化の多義性と使用法の多榛比私営化は社会主義に反するものである

が，現在の中国の社会主義市場経済はそれを含むものであること，しかし，

市場経済化しつつあるといっても，経済全体からみるとそれはまだ小部分

にすぎないこと，日本やイギリスの民営化と中国の民営化とは次元が違う

ことなどを強調された．とくに, 50年間のマルクス主義の支配下後では，

市場経済や株式に対する一般人の理解は不足しており，混乱も生じている

が，学生は他者の言をうのみにするのではなく，自分の頭で考え，行動し

なければならないとの学生への訓示や，教授はすでに1950年代に民営化

を主張されていたということ，国は人民のものであるからとして「国有化

イコール民営化」とした当時の政府め主張に疑問を抱いていたこと，政府

　　　　　　　　　　　　　　　－14－
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役人の非効率性への痛烈な批判と改革の必要性の力説などは，筆者にとっ

てはまさに耳を疑わんばかりの大胆率直な発言であり，社会主義国におけ

るシンポジウムでの開陳とは容易に信じ難いものであった。ここから筆者

は，社会主義国中国においても，言論の自由は予想外に，しかも確固とし

　　　　　　　　1）て成育しつつあることを認識したのであった。

　2　各セッションの報告

(1）セッション1（A組）

　セッション1で筆者は，孔凡静教授とともに司会を担当した．ここでは，

戦前期の日本，とくに明治期の官業の成立とその民間払い下げについて，

日中双方から2本ずつ，計4本の報告が行われた．　　上

　森川英正教授の「日本工業化初期段階における国有企業の払い下げ（民

営化）」は，明治期の官業払い下げについて，国立銀行と綿紡績業の二つ

を中心に，造船所や鉱山，セメントなどにも論及しつつ，その経緯と実態

を紹介したものである．とくに，報告の中核を構成する問題点を最初と最

後に明示された方法は，時間的制約の厳しい学会報告の一つの範を提示さ

れたものと筆者は受けとめた．その問題点というのは，内外の研究者間に

一般化している解釈を誤解と断じたつぎの2点である．第1に，国有事業

の払い下げは明治政府の一貫した原則下に実施されたというのは誤解であ

り，実際には，よく言えば弾力的に，悪くいえば場当たり的に行われたと

いうのである．第2に，官業の払い下げは特権的企業家に不当な廉価で，

不当に有利な条件下に行われ，彼らはそれによる巨利を基に財閥になった

というのは誤解であり，廉価で有利な払い下げは,い財政を圧迫する低能率

国有企業の「売り急ぎ」によるものであり，払い下げられた国有企業の財

1）この点については，筆者は後に鄭教授にあらためて確認し，肯定的回答を

　得た.
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閥化の有力な手段となったのは，払い下げを受けた企業家の「経営努力」

によるものであるというのである．　　　　　　　　　　j

　明治期の官業払い下げの不当な廉売は政府に多大の経済的損失をもたら

し，政商を利する結果となったというのは，とくにマルクス主義経済学者

の間では通説となっている．筆者はそれを従来，マルクス主義的思考法に

起因する非難と理解してきた．しかし，森川教授の明快な指摘により，そ

れはイデオロギーの産物というよりは，むしろ実態分析の不正確さに基づ

く誤解であることがわかった．また，政商の財閥化の成功についても，彼

らの企業家としての資質と努力によるものであることを改めて認識した．

一国の経済発展や経済成長にとって，経営者の質と努力√企業家精神の発

揮はきわめて重要な要素となるという考えのもとに，筆者はかつてイギリ

スの産業国有化問題を論じた際，イギリス私企業における企業家的能力と

拡張意欲に乏しい経営陣は，イギリスにおけ.･る国有化の将来（国有化の必

　　　　　　■　　　　　1:　　　　　　　　　・.＼I）要性）を肯定的に予示していると結論づげたが，森川報告によってその妥

当性を再確認することができたと感じた．

　山崎広明教授の「電力国家管理と電気事業の再編成」は，民営を支配的

企業形態としてきた日本の電力事業が, 1937年以降の戦時経済下に，民

有国営という特殊な企業形態をとぅたこと，そして，それが第2次大戦後

ふたたび民営に復帰した電ﾌﾞJ事業の発展に重要な役割を果たしたことを説

明しレこれらを通してレ公営企業の民営化の問題の考察に基本的視角とな

るべき市場メカニズムと国家との関係を明らかにしようとしたものである.

1939年法によって設立ざれた国策会社「日本発送電株式会社」ぱ，既存

の民間電ﾌﾞJ会社からの現物出資下に電力事業の国家管理を行うためのもの

1）遠山嘉博『イギリス産業国有化論』ミネルヴァ書房, 1973年, 364－65

　ページ．
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であった．同社は発送電を独占し，配電は9地域の特殊会社が担い，電力

料金の抑制を通七て反インフレ政策に貢献したという．第=2次大戦後電力

事業は, 9ブロックの私営地域独占体制に復帰したが，戦時中の電力国家

管理下の全国的送電線網の形成は，電力の地域間融通，電力流通面での全

図的統一化の達成，送電面における電力損失の減少など，合理化促進のた

めの基盤を形成したと,∧積極的な評価が下されている．同時に，戦前にお

ける代表的電力事業経営者であった松永安左衛門の経営者としての力量の

高評価が印象的であった．　　　　　　……　　　万

　箪者の企業形態論の考えでは，企業の所有と経営は一体化しでいるのが

通常であり，同有民営や民有国営は，例がないわけではないが，一時的，

緊急的な形態とみる．電力国営を杜tつた日本発送電はこの巨人な例外であ

り，異常事態の正常化とともに通常の企業形態にの場合は民有民営）に戻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）るべき運命にあった．この点について筆者はすでに言及したことがあるが，

この一時的企業形態がもたらしたメリットとその積極的高評価は，筆者に

とって新しい発見であった．　　　　　　　　　　　　　　　J　　し

　趙建民助教授と顧慶立氏による「明治政府の官業から民営への転向政策

及びその社会的影響について」は，明治政府の殖産興業政策下の幕藩経営

企業の凶有化，および先進技術導入による近代的工業と交通通信事業の発

達を概観し，官業払い下げの理由とその実態を分析し，官業払い下げに積

極的評価を与えるとともに，この期における日本の近代的教育制度の確立

と企業家的人材の育成に注目したものである．殖産興業政策を，官業の育

成とその払い下げの2段階に分けて論じ，前者は後者に続く経済発展の基

盤を形成したとみている．ここでも，官業の赤字とその売却による政府財

政負担の軽減が指摘された．　　　　　　　　　こ

O　遠山『現代公企業総論』45ページ.
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　殖産興業政策を，官業の育成とその払い下げの二つの過程に分けて論じ，

その転換を積極的に評佃iした見解は，離陸期にある中国経済の発展促進政

策に重要な問題提起をなすものと思われる．中国の社会主義の土壌におい

てそれが開花していくためには，日本の経験の単なる直輸入では不適，不

十分であろう．それにいかなる改変を加えることが必要であるかは難しい

問題であり，筆者にとってもぜひ聞きたい大きな関心事であったが，現在

はその解答はまだ出ておらず，模索中なのであろう．なお，明治期の近代

的教育制度の確立が経済発展の推進ﾌﾞJとなったとの説明は，研究の蓄積の

厚さを反映した分析であると高評価したい．

　金明善教授と車維漢助教授の「19世紀末の日本における財産権関係の

重大な調整」は，車助教授が報告され，金教授か補足的にコメントされる

という形式をとった．ここにいう財産権関係の重大な調整というのは，明

治期における官業払い下げを意味するものである．ここでも，日本の殖産

興業政策が1870年代の官業の育成と1880年代の民間への払い下げに2分

して論じられており，後者を時期的に3分して説明した後，後者は資本蓄

積の推進，商人資本の産業資本への転化の促進と財閥形成の基礎の構築，

生産の効率化，以上の3点において重要な意義をもつものであったと積極

的に評価している．

　報告は筆者にとっても√△:全体的に納得しうるものであった．しかし，社

会主義経済学者に独自の表現や解釈に戸惑うところもあった．たとえば，

「資本主義国家の官業資産は全体資本家に属するものであるから，明治政

府の官業払い下げは，資本家階級内での財産再分配である」との説明は，

社会主義的立場からする特有の解釈であろうが，国と人民の同一視からさ

らに進んで国と資本家を同一視していることや，国有財産の私有化による

経済的インセンチブの高揚を無視していることなど，若干理解し難い一面

もあった．
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（2)セッション3（A組）

　筆者はこのセッション3で，日本の公企業の民営化について報告した．

ほかに，中国側から2本の報告が行われた．同時進行のセッション4（B

組）が日本の国鉄の民営化問題に集中していたのとは対照的に，ここでは

日本公企業の民営化問題がマクロ的に，原理的に論議，検討された．

　筆者は「臨調と3公社の民営化」と題して，日本における公企業，とく

に3公社の民営化について，その背景，すなわち政府統制の強化から規制

緩和へという経済政策の基調転換から説き起こし，民営化論台頭の背後要

因として公企業の業績不振の原囚を究明し, 3公社民営化の実践，成果，

問題点に論及し，日本における民営化の将来を展望することで結びとした．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O報告時間の予期以上の厳しい制約かおり，提出原稿の要点のみの報告とな

らざるをえなかった．

　倒　資本主義における経済政策基調の2大転換

　資本主義は，「生産手段の私的所有のもとで，私的利潤の獲得を目的と

して商品生産を行う分権的市場経済制度」である. 19世紀の「古典的」

資本主義は，多数かつ小規模の私企業で構成される原子状的市場構造で

あったから，経済政策の基調は自由放任であった．しかし，自由競争の必

然的結果として資本の集中・集積が進行し，「現代」資本主義は独占資本

主義ないし寡占的市場構造に変化したから，経済政策の基調は国家の経済

介入の増大，統制の強化，国有化へと転換した．

　しかしながら, 1980年代以降の最近十数年間に，この傾向への抵抗，

さらに逆転への挑戦が世界的に進行している．すなわち，国家の経済介入

の増大からその排除へ，経済の計画化から市場原理の尊重へ，大きな政府

1）遠山嘉博「わが国における民営化の胎動・実践・評価」『追手門経済論集』

　第30巻第1号, 1995年5月.
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から小さな政府へ，国有化から民営化へといった逆転の進行，拡大がみら

れる．日本における公企業改革を中心にこの間の事情をみると，以下のご

とくである．　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　㈲　公企業民営化の胎動　　　　　　‥　‥‥

　戦後日本の公企業部門は, 3公社5現業体制と称された．そのほかに特

殊会社が十数社，特殊法人が現在92ある．地方レベルでは, 3,000余の地

方公共団体が経営する地方公営企業が10,000超おり，また，第三セク

ターが1,200余ある．これらが同民経済に占める比重はヘイギリス，フラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）ンス,‥イタリアなどに比べて半分程度の大きさにすぎない．　　　　　…………

　この比較的小さな「公」「企業」部門は，私企業部門の補完要素として

「公共性」を発揮し，その負託に応えてきたが，公企業のもう一つの本質

的要素である「企業性」の発揮において私企業との格差はしだいに拡大し，

業績悪化が目立ってきた．公企業の能率制約要因として，筆者はつぎの5

点を指摘した.

　①　過大規模の独占による競争原理の欠如　し

　②　経営に対する政治の介入

　③　業務範囲の法的制約

　④　財務運営に関する各種の統制　へ

し⑤　労使にはびこる「親方日の丸九意識･．　　　　尚

1）これに関して遼寧大学の金教授は，中国人研究者に配布されていた筆者の

　提出原稿の中国語訳の重大な誤りを発見された.GNPに占める公企業部門の

　生産額の比率，全労働者に占める公企業労働者の比率，国内総固定資本形成

　に占める公企業部門投資の大きさでみると，ヨーロッパ諸国では前2者が

　10％前後，後者が20％程度かそれ以上であるのに対して,＼「日本ではいずれ

　もそれぞれ半分の大きさを占めるにすぎない」としていたのを, 50％程度と

　中国語訳されており，「こんなに比率が高いのか」と疑問を呈された．筆者の

　意味するところは, 5％, 5％, 10％程度ということであった．貴重な指摘

　をされた金教授に感謝申し上げる．
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　（i）臨時行政調査会の設置

　そこで政府は，行政全般に関する改革問題を調査審議するために, 1981

年3月15日，第2次臨時行政調査会を設置した．同調査会は，行政改革

の基本的方策の一環として公企業改革の必要性と緊急性を強調し，とくに

3公社の民営化とその具体策を提示した．

　これに基づく民営化の結果, 1985年4月に日本電信電話公社は日本電

信電話株式会社（NTT）に，そして，日本専売公社は日本たばこ産業株式

会社（JT）になった. 2年遅れの1987年4月に，日本国有鉄道は北海道，

東日本，東海，西日本，四国，九州の6旅客鉄道株式会社と全国1本の日

本貨物鉄道株式会社（m各社）に7分割されたよただ，公社，政府，自民

党，公社関係諸団体の複雑かつ厳しい意見対立や抵抗の結果，：ドラスチッ

クな臨調案はかなり骨抜きにされ，改革性の乏しいものとなったことは否

定し難い．　　　　　　　　　ト　　　　　　　　‥‥‥　‥‥　　　　　I

　㈲　民営化の成果と問題点　　　　　　　　　　‥　　……

　民営化企業は，当初は政府が全株式を保有する特殊会社として発足した

が，その後株式売却の進んだものは公私混合所有になっている．株式市場

の著しい低迷のために，株式売却は不十分な進展をみせるにとどまってい

るが，現在，NTTは34.41％,東日本旅客鉄道は61.5％, JTは19.71％

が民間所有となっている．　　　　　　　＼

　民営化後の新会社は国有時代の旧弊から脱皮し，民間企業としての変貌

をとげている.NTTは投資の自由を活用して子会社・関連会社を矢継ぎ

早に設立七，関連事業に積極的に進出している．対顧客姿勢も，雨営時代

の家父長的態度から顧客本位主義に改善された. JTは事業の性格上，新

規分野.の開拓は地味な範囲にとどまっている. JR各社は対顧客姿勢や

サービスの改善に努力し，黒字経営に転換した（ただ七, 3島会社は政府助

成を受けている）.

　民営化後の問題点として，つぎの2点を指摘しうる．第1に，ヨーロツ

　　　　　　　　　　　　　　　－21,－
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パでは，民営化は失業の増大を招いたと非難されているが，日本では，労

働組合が企業別に組織されているから，余剰人員は関連事業の拡大によっ

て吸収され，この問題は外国ほどシビアではないレただし，職種の転換と

いう摩擦は避けられない．民営化企業の能率向上は経済全体の活性化を促

進し，国民経済全体として雇用の創出効果を期待しうる．第2に，民営化

の実践は臨調案に比べてかなり不徹底なものとなったから，民営化の最終

目的である「消費者利益の増進」になお努める必要が残されている.

　（v)民営化の将来

　公企業の主要部分が民営化されたことにより，その後日本において民営

化の大きな進展はない．ただ，近年の日本経済を取り巻く厳しい経済環境

下に，民間部門は懸命のリストラクチャリング（事業の再構築卜を実施し，

終身雇用の慣行をも破る合理化対策を断行するなど，生き残り策を必死に

模索しているが，政府部門においては民間とあまりにもかけ離れた安易さ

への安住が目立ち，国民の批判を招いている．そこで政府は，歴史的役割

を終えた事業は民間に任せるべきであるとして特殊法人の改革に乗り出し，

1995年2月10日，最終案がまとめられた．しかし実際には，政府系金融

機関の統廃合問題は積み残され, 12法人の統合, 2法人の民営化, 1研

究所の廃止が決定されたにすぎない．郵便貯金，日本道路公団や住宅・都

市整備公団など，これまで民営化論議の対象となってきた，より規模の大

きな企業の民営化は，回避されたままである．

　日本でも中国でも，こうしたさまざまな抵抗を排除して，公企業の民営

化と能率向上をいかにして進めるかが，T服要な課題として残されている．

このことを強調して，箪者は報告を終えた．

　筆者の報告に対して，上海社会科学院アジア太平洋研究所の全惟幸助教

授から，つぎのようなコメントと質問を受けた．教授はまず，「中匡|は日

本の経験に学び，中国に適した方法でそれを受け入れなければならない」

との筆者の言に対して，「すばらしい課題を中国に提供してくれた」と好
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意的に論評された．=続いての三つの質問はいずれも，筆者の報告の最も重

要なポイントをついた鋭いものであった.ぺ　　…………=………

　①　1985年の2公社の民営化よりも国鉄の民営化か1987年と2年遅れ

　　たのは，いかなる理由によるのか．　　こ　　ト

　②　日本の市場経済では，NTTなどは特殊会社といっても政府が株式

　　を保有しているから，依然として公企業ではないのか．中国で株式会

　　社化した企業は多いが，企業に自主権や人事権が与えられても，社会

　　主義のもとでは国のコントロ=－ルは依然として強ぐ，企業運営上難し

　　い点も多い．中国では民営化しても，難しい問題が払拭できない，日

　　本で民営化か成功七だ理由を教えては七い．

　③　NTTは子会社を多く葬り，またJRの分割された会社は規模が小

　　さくなっている．民営化して効率化を図るためには分割は必要とは考

　えるが，過度の分割は避ける必要かおるのではないか．また，企業の

　　適正規模の基準はあるのか.

　①に対して筆者は，電電と専売と違って国鉄の場合は分割問題が民営化

上重要な問題となり，分割するかどうか，そしてどのように分割するのか

など，この問題の解決を見いだすのに時開かかかったこと，および，労働

組合の抵抗や反対が最も強かったことの2点を指摘した．これについては，

全助教授の後でコメントされた直江教授から，他の2公社にはない赤字処

理の問題もあったどの補足的指摘を受けた．これは筆者の説明不足を反省

させるに十分のものであった丿

　②については，民営化企業はたとえ全株式を政府が保有していようと，

それを規制する法律が民間企業と同じものであるから，それはもはや公企

業ではなく民間企業であると説明し，日本国有鉄道法と地方鉄道法との二

元的規制から，鉄道事業法による一元的規制への移行を例示した．公企業

が市場経済のなかの孤島的存在であった状態から，民営化によって市場経

済の大海に還元される日本の場合と，公企業で一元的に構築された社会主
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義経済のなかで，民営化によって例外的存在化する中国の場合とでは，民

営化後の企業運営は難易を全く異にするであろうと説明した．そして，日

本の民営化は，がっての国有企業に蔓延していた「親方日の丸丁意識を払

拭し，私企業と同様の破産の懸念に直面せしめ，企業の自己責任意識を経

営者から労働者に至るまで徹底せしめたことを，成功の理由として付け加

えた.･=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･　　　　　＝

　③については，分割ざれなかう==たNTT（その後一部事業の分離はあった

が）二のほか，ATT分割の経験にも言及し√適正規模の探求は，結局は試

行錯誤の経験によらざるをえないのではないか√ぞれはちょうど，国民経

済における公企業の比率に適切な基準がな仁経験によっ七導出せざるを

　　　　　　　　　　1）えないとの筆者の持論と同様であるとの説明を付加して回答とした．

　金鳳徳教授の下日本の国有企業とその民営化｣:は√提出原稿の後半部に

ついての発表であった．原稿の前半部では，日本の公企業とくに岡有企業

について√その概念，=形態，発展と衰退の歴史的推移に関して，箪者に

とっても興味深い分析がなされていたが，民営化に関する検討は後半部に

集中していたことによるものと思われる．金教授は民営化を,∇改革の程度

によって(1)国有国営→国有民営, (2)11有国営4公私合弁，㈲国有国営4民

有民営の3種類に分けられた．ぞし………て, 宋有企業の存在理由とし七√巾)

｢市場の欠陥｣の補足, (2)社会的安定の実現, (3)民間企業｣との社会的分業，

の三つをあげ，にもかかわらず，それを民営化によって改革しなければな

らない歴史的必然性を，つぎのように説明された.=第1は，｢自然独占性｣

は一定不変のものではないということである．巨大投資の必要性や回収期

間の長期性といった産業の属性は，国により時代によって変わってきてい

1）遠山嘉博「産業国有化」『経済学大辞典n』東洋経済新報社, 1980年, 823

　　ページ.
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るという．第2は，公企業における公共性と企業性の矛盾である．公共性

は利潤獲得や競争を排除するものであるが，企業性は利潤獲得を必要jとし，

競争メカニズムがなければ，それはうまく機能しない．この矛盾は√かつ

ての電電公社や専売公社のように，公企業自身によって，あるいは国の援

助によって統一できる場合もあるが，国鉄のように，矛盾の激化と調停の

不可能性を露呈した場合もﾉある．この場合,王公」の本質の改革でもって

解決しなければなら=ないというのである．教授は最後に結論として，つぎ

の三つを指摘された. （1）中国が社会主義市場経済を確立するこ=とにした以

上，国有企業と民営企業の社会的な機能分担は必要であり，国営が必要な

らば国有企業で，民営化すべきものは民営企業でやらなければならない.

（2)国有制は公有制の一つの形態ではあるが√唯一のものではなく，jその全

面的な株式会社化や民営化も，また伝統的な国有企業への固執も妥当でjな

く，第2, 3次産業については,し民営化をもっと進めるぺきである. (3)中

国の国有企業にとって，日本の特殊会社の経験は重要であり，そのような

方向での改革は必要かつ有効である．　　　　　　　　　　⊃

　金教授の報告により,コ牛|国においては，「民有」という表現は人民の所

有として肯定されるけれども，「私有」という表現は，資本家階級など特

定グループの利益追求手段となることを意味し，排斥されるべきものであ

るとの思考方法が存在することが察知された（それゆえにこそ民営化は，社

会圭義のもとにおいても受容，肯定され，積極的な意味を付与されているのであろ

う）．自然独占性の希薄化について，また社会主義下の国有と民有との社

会的機能分担について，具体的な検討や中国の現状分析があれば，報告は

いっそう説得力を増したであろうと思われるにしかし，教授が結論として

あげられた3点は，中国における民営化の進行や将来にと.つてきわめて重

要なポイントであると，筆者は同意，納得した．半面，教授の報告では省

略された前半部にあった叙述，すなわち, 20世紀前半の日本国有企業の

発展は，「日本の軍事侵略政策と密接に関連七」，……「中国資源の収奪を
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O目的とした」との表現は√筆者が国策会社の検討をした際には回避した表

現であったかに中国人研究者の率直な意見表明として厳粛に受けとめさせ

られたこ七であった．　　　ト　‥

程紹海氏の汀日本国有企業民営化の背景，状況及び啓示」は，日本の国

有企業民営化の背景から説き起こしニその実態をNTTとJRを例に検討

し，その成果から若干の教訓を導出しようとしたものであった.NTTに

ついては分割問題や料金値下げ競争が，JRについては各社別の決算や株

式売却にも言及していて，かなり詳細にして緻密な分析がなされていると

受けとめた．　　　　　　　　　＼　　　　　　･･　　＼犬

　程氏の民営化の啓示は，示唆に富むものが多か･つた．民営化といっても，

民営化企業は依然として政府の指導と支援を脱していないこと，民営化後

のJR各社の経営成績の好転とNTT:の短期間における増益決算後減益決

算へ後退したこととの対照民営化による経営多角化やハイテク要素の重

視など，注意深い洞察と新鮮な意見の展開が注目された．半面，民営化を

政府の財政収入目的に限った見方や，通信業界においてNTTを競争会社

と同一視するかのごとき見解など，疑問の余地も残された．

（3）セッション6（B組）

　このセッションで筆者は，コメントをする役割を担った。

　叶芳和氏の「中国の新しいグランド・デザイン」は，中国国有企業の民

営化について，現在国有企業が負担している保険・年金に代えて，民営化

による株式売却益で基金を創設するという壮大な計画を提唱したものであ

る。まず，国有企業の抱える諸問題＝非効⑤比過剰雇用，社宅や学校

1）遠山『現代公企業総論』108－09ページ
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や年金などの社会的費用の負担-の解決の緊急性を強調したうえで，国

有企業の民営化による株式売却益でもって年金基金を創設する;とともに，

株式の売却は従業員持株制とすることにより，会社への忠誠心の高まりを

通して労働生産性の向上を期待しうると主張された．中国では全人民所有

制であるから，国有財産の売却は膨大な資金を生み出す可能性があること，

国有企業は企業の幹部や従業員だけのものではなく，全人民の所有である

ことの強調，社会主義経済ではあるが，郷鎮企業や合弁企業の多数の存在

にみられるように，所有制度は1国2制度化しているという現実，国有企

業のサバイバルのための経営と福祉の分離の必要性の強調など，論旨はき

わめて明快かつ大胆であった．　　　　　　　＝　　　　　　＼

　筆者は, （1)従業員持株制はよいとしても，社会主義下の平等原則との対

立の懸念, （2）中国人の株式購入能力への疑m, （3）民営化における所有権移

転のみへの過度の注目の半面における経営面の改革への論及の不足，以上

の3点についてコメントした．叶氏は, （1)については，貧の平等化よりも

豊かさの追求を優先することの必要性を強調された. （2）については，以前

は貧しくて資金がなかったが，現在では株式購入のためのかなりの貯蓄か

おることを，実際に数字でもって説明された. （3）については明確な回答は

得られなかったが，筆者の見解は理解しておられると受けとめた．叶氏の

年金基金創設論は文字どおりのグランド・デザインであり，早期の実現の

可能性は別としても，中国経済の将来に大きな夢を持たせ，現状改革への

意欲をかきたてさせるに十分なものであったことは疑いない．

　張暉明教授の「会社化：中国国有企業民営化への道」は，日本の国有企

業経営と民営化の経験から教訓を引き出し，中国国有企業改革の方途を

探ったものである．国有企業の必要性は認めるものの，国鉄や電電の経験

にみられるように，国家の独資形態は官僚主義，行政化などの弊害をもた

らす．また，自然独占といっても，政府が唯一の出資者となる伝統的思考
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方法は，今や時代遅れとなった．こうした教訓から，中国の国有企業につ

いても,=国家独資の所有権形態は改革されるべきであるとして，所有権と

経営権の分離による企業自主権の強化の必要性の大なることを強調された．

資産関係の混合化の第1段階として請負制かおるという．また，合弁方式

や株式制といらだ改革方式も留意すべきであるとする．そして，民営化を

通して出資主体を多元化することによって√=真の企業効率化が達成できる

というのである．国有企業の民営化への道筋は√具体的には会社化である

という．会社化＝混合所有制度こそは,▽生産力発展の要求に応えるもので

あり，国家の統制力を維持しつつ多元的な主体間の利益均衡を実現する新

しい社会制度の構築に資するものであるというのである．　　犬

張教授の主張で箪者の注目を集めたのは，つぎの=2点であった．第1に，

会社化による固有企業レ国有資産の市場経済への浸透は納得できるにして

も，そこでの国家統制力のかなりの維持を肯定されている点である．しか

七ながら，逆説的にいえばい資産関係の混合化か経営の混合化，すなわち

国家以外の出資者の経営への影響ﾌﾞJの保持にいかに貢献しうるかが重要な

ポイン=卜であるにもかかわらず√国家のコントロールを依然として垣視し

ていることに疑問が残る．第2は，「匡|有企業の民営化は私有化ではない」

と明言しておられる点である．これは，経営の「国営→民営」を意識し，

「国有4私有」を考えるものではないということであろう．筆者の考えで

は，所有と経営は通常一体化したものであるから√民営は私営であり，私

有と同義である．国有民営という形は日本の特殊会社にも存在するが，そ

れは一時的，過渡的なものにすぎないと箪者はみているのであるが，中国

の民営化は国有民営を中心概念とするもののように理解された．ここに筆

者は√社会主義下の民営化の困難さと限界をみたのである丿

倒　セッシレヨン7：（A組）　　　　　　　　，

　ここではヨーロッパ各国の民営化の実践が論議された.
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　山内弘隆助教授の「イギリ,スにおける公企業民営化」は,づイギリス公企

業民営化の実践の概要とその経済的成果について検討したものである．民

言化前のイギリスでは，基礎的重要産業部門における公企業の存在や経済

全般にわたる産業規制政策のために，私的所有権に基づく経済的インセッ

チブや市場が生み出すダイナミックな力が削がれていたが，民営化による

大衆資本主義の実現は，株式保有を通して大衆の経済への参加意朧を高め

たと，民営化に積極的評価を与えている．また√公企業の民営化によ=る新

たな規制システムー産業別の新たな規制機関の創設とプミライゾス午ヤスップ

規制の導人-は，民営化企業の経営に大きなmmを与えたと，これも肯

定的に評価する．プライスキャップ規制は経営効率上のインセンチブを与

え，料金設定上のフレキシビリティーを付与し，運用の簡素化により監視

コストを削減七．アバーチ・ジョンソン効果を回避するという利点をもつ

半面，価格の上限への誘導を生じ，リスクを伴う資本投資を抑制し，サー

ビスの質の低下をもたらし，マイナスX項（効率化要因）が若干のマイナ‥

ス効果を生じる可能性を持つなど，いくっかのデメリ万ッドも有するが，総

合的な評価は今しばらくの動向を待ちたいと,＼好意的評価を下している．し

そして，民営化は,=所有者と経営者間の関係の変化による効率化と経済的

厚生の増大をもたらし，規制機関の創設は，独占からの消費者の保護と民

営化企業の安定的運営の基盤の確立をもたらしたがゆえに成功であうたと，

好意的な総合的評価を下しているのである．：　　つ

　イギリスの民営化の肯定的な評価については√=筆者も全く異論はない．

ただ，その評価が経済的成果のみによって判定されている点に問題はない

か．公企業時代に確保されていた公共性がどの程度維持さIれているか，た

とえば水道における高水準の水質の維持や，水という生命に必需のサービ

スが外国（フランスなど）の買収攻勢にさらされていることへの危惧の念

とか，交通サービスにおける安全性の確保や不採算路線の廃止に対する代

替策などについての検証の欠落が気になる．しかし，これはもともと民営
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化の目的(経済的成果の向上や受益者負担原則の強調)からして2次的な位置に

とどめられざるをえない問題かもしれない．しかしながら，民営化の成果

の公正な評価は，公共性の発揮も含めた公企業時代との総合的比較におい

て論じられなければならないと考えるからレ一考を要する問題ではあろう．

　新田俊三教授の「フランスの民営化問題」は√戦後のフランスにおける

国有化の実践と民営化の進行を概観したうえで，政権交代のたびに岡有化

と民営化か繰肛返されてきたことは大きな誤りであったと断じている．そ

して，国有化は失敗とし，民営化は，民営化企業の資産価値の増大の面か

らみる限りは成功と評価したものであった．戦後の国有化は，フランス経

済の再建がそれによって達成されたという点では有効であったが，それは

戦後復興期という特殊な段階においてであり，その後の失業の増大などを

みると，この古い議論は新しい政策要請に対応しなかった典型的な事例で

あると，今日における民営化め妥当性と必要性を強調している.=民営化は，

国有部門の民間組織化という意味では，すでに国有化時代に始まっていた

が，シラク内閣時代には社会党政権下で遅れをとったとし，ルノー社の民

営化問題をはじめ郵政の民営化など，今後の民営化の本格的展開が注目さ

れるとしているのである．

　日罰有化のなかの民営化」の問題意識は，他の報告にはみられない斬新

かつ興味深いものと受けとめたが，今日ではフランスでも，この段階はす

でに卒業すべき時期にきていると考えられる／教授による国有化の低評価

は，教授の過去の業績を知る筆者にとっては意外な，厳しいものと受けと

められた．民営化に際しての国有企業の資産価額の評価については，国有

化に際しての接収民間企業の資産評価と同様の問題となるとの指摘は，過

去長期間にわたって固有化問題の研究に没頭してきた筆者としては，さら

に詳細に教授の見解を聞きたいところであったい評価の基準や原則の設定

が，国有化と民営化とでは全く同様になされるのかどうかは，筆者にとっ
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て一つの研究課題を課せられた思いであった．

　加藤栄一教授の「ドイツにおける公企業の民営化」は，ドイツおよび|日

東ドイツにおける民営化の実践を，日本のそれと比較しつつ検討したもの

であった．民営化の実践は，ドイツと日本の公企業部門の大きさ，事業分

野，企業形態の相違により異なってくるがゆえに，この視点からの分析が

中心となるとされた．西ドイツの国民経済に占め:る公企業部門の大きさは，

総固定資本形成や労働人口でみて日本の2倍近い大きさであり（1982年現

在で√前者は15.2％,後者は9％）,またその業種別構成は，鉄道などの公益

事業や金融では日本と共通するものの，日本とは違って鉱工業部門ではか

なりの高率を占めており，さらに，日本と違って株式会社や有限会社など

の私法的会社形態をとるものが多いという．したがって,つ1980年代に実

施された公企業民営化は鉱工業部門に集中し，その実践は政府持ち株比率

の引き下げないし全部売却という形をとり，しかも，従業員持株制度など

労働者の財産形成政策に資することを目的としたというのである．一方，

旧東ドイツの国有企業民営化は，信託公社を通じてなされたが，東西両ド

イツ間の工業生産性の大きな格差という問題に難渋しているという．現在

ドイツでは，連邦郵便事業と連邦鉄道の民営化か，社会主義体制の崩壊や

EU統合の強化をきっかけに，一挙に進んでいるという．さらに，地方レ

ベルでは，民営化の推進の結果，日本の第三セクターに相当する公私融合

形態の拡大がみられるという．

　ドイツの公企業の民営化を日本のそれとの比較に重点を置いて報告され

たことは，本シンポジウムの趣旨との合致もさることながら，中国人研究

者にとっていろいろな示唆に富むところとなったであろうことが推察され

たごとくに，ドイツの民営化の基本的性格を労働者の財産形成政策のブ環

と位置づけ，日本やイギリスの民営化における労働組合弱体化の政策意図

の反映と対照された点は，後者が全面的にそれに尽きるものではないにし
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ても，ポイントの明確化という点できわめて印象的であった．ただ筆者と

しては，旧東ドイツの信託公社を通しての民営化の実践の特具ﾄ生に大きな

関心を寄せていただけに，この点についてより詳細に聞きたかったという

心残りがあっtz.　　･:　　　　　　　　　　　犬

　ニ江瑞平助教授の寸日本民営化と英仏私有化の背景比較」は，イギリス，

フランスおよび日本の国有企業民営化を一瞥した後，民営化の背景を比較

検討して，つぎのような異同かおるとしている．まず，諸匡に共通の背景

として，田戦争直後は鉄鋼，石炭などの伝統的部門，単品大量生産を特徴

とする企業が国有化を正当化したが，その後の科学技術と生産力の発展に

よりそれらの企業め優位性が後退し，多品種少量生産型企業が合頭してき

たこと,（2)国有企業の経営効率低下とその赤字の国家財政への負担の増大，

(3）スダグフレニレションと財政危機の長期的持続と悪化，の3点があげられ

た．つぎに背景の相違点として, （1）イ）ギリス，フランスと日本どの国有部

門の大きさの違い, (2）左右の政党の政権交代が頻繁に繰り返されたイギリ

ス，フランスと，=自民単独政権が長期支配した日本との政治条件の違い，

（3）イギリス，フランスの民営化は「大岡圧力」の結果てはないが，日本で

はアメリカをはじめとする外圧が民営化を要求したごとにの3点をあげて

いる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

　以上の論議は，民営化の背景をマクロ的に対比したもので，分析はやや

大雑把であり，ミクロ面での対比の必要性もあると思われるが，内容的に

は納得のいくものであったと評しうる．ただ，終戦直後に日本では，鉄鋼

と石炭への資源の優先的配分を国有化によってではなしに，傾斜生産方式

によって確保したこととか，日本の民営化を外圧によるものとして，高度

情報化社会への対応と競争導入の必要性て電電の場合）や赤字による財政

圧迫と労働組合対策（国鉄の場合）などの無視といった，より詳細な分析

の必要性を感じさせた点もあったごとは確かである．筆者としては，=教授
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が報告のテーマにおいて，日本の場合は民営化とし，イギリス，フランス

については私有化とざれた意図や論拠をぜひ聞きたかう犬のであるが，機

会を逸したことはまことに残念であづた．　　　　　‥　‥

　3　全体会議　　　　　　　　　　　　　　l

　5月2日の最終日，シンポジウムの締めくくりとして全体会議が開かれ

たに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥　　　‥

　田　各セッション代表（1名）による報告　　　づ　＼

　まず，各セッション代表者によるそれぞれのセッションでの報告と討議

のまとめが行われた．筆者はセッションIの代表者としてﾀ≫.･そこでの論議

をまとめて以下のごとく報告した．

　遠山嘉博「セッショ=ンレ（A組）についての報告」　　・

　セッション1（A組）=では，日本公企業の歴史的考察について, 4本の

報告がなされた．うち2本は日本側の報告者によるものであり，他の2本

は中国側の報告者によるものであった. 4本の報告のうち三つの報告は，

明治政府の官業払い下げに関するものであり，残り1報告は，第2次大戦

中の電力事業の国家管理および第2次大戦後の電ﾌﾟJ再編成に関するもので

あった．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ

　第1報告森川英正先生（慶応義塾大学教授）の「日本工業化初期段階にお

ける国有事業の払い下げ（民営化）」は，日本の明治期における官業払い下

げについて，国立銀行，綿紡績工場，造船所い鉱山などの各企業を例に報

告したものであったが，特に印象的であったのは，当時の官業払い下げに

関する一般の誤解を指摘，訂正した点てある．これは，つぎの2点につい

てであった．

　田　官業払い下げは，明治政府の一貫した原則下に実施されたという通

　　俗的理解は誤っている．そうではなく，払い下げは，よく言えば弾力
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　　的に，悪く言えば場当たり的に行われた.　　　　　‥

　(2）官業は政商に不当な廉価で払い下げられ，払い下げを受けた者はそ

　　の利益によって財閥になったというのは誤っている．そうではなく，

　　振るわない官業を売り急いだからであり，払い下げを受けた者が財閥

　　に成長したのは，彼らの旺盛な企業家精神の発揮と経営努力によるも

　　のである／

　この2点を，教授はとくに強調された．とくに後者は，日本や中国の民

営化された企業が成功するか否かに対する重要な教訓を含んでいる．「企

業の成功の成否は，企業経営者の企業家としての能力と努力に大きく依存

する」という森川報告の要旨は，今日的にも重要な意味を持っているとい

える．

　第2の山崎広明先生（埼玉大学教授）の「電力国家管理と電気事業再編

成一市場メカニズムと国家規制-」は,▽1937年以降の昭和戦前期に

おける電力事業の国家管理と第2次大戦後の電力再編成を分析したもので

あったレ電力国家管理は，電ﾌﾟJ事業を所有は民有のままで，経営は国家が

管理するもので，「民有国営」しという特殊な企業形態である．これは，本

シンポジウムでの中国側の多くの報告にみられた中区1の民営化の一形態，

すなわち「国有民営」と全く対照的な形態である．企業形態についての私

の考えでは，所有と経営は一体化しているのが通常である．「国有国営」，

「民有民営」が通常の形であり，「民有国営」や「国有民営」は変則的な一

時的形態と考えている．しかし，日本の電力事業の「民有国営」が戦時中

の一時的，変則的な形態であり，短命であったのに対して／中国の民営化

において「国有民営」という形態は，長く定着する形態となるかもしれな

いと予測される．

　ところで，第2次大戦終了後，日本の電力事業は，ふたたび「民有民

営」に戻って現在に至っている．アメリカは私企業万能主義，反公企業の

伝統を持つ国であり,づ［s界で公企業の比率が最も小さい．もし日本がアメ
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リカの占領下になかったならば，「民有民営」への復帰がなされたかどう

かはわからない．　　　　＼

　山崎報告の注意すべき点を，二つ指摘しよう.

　（1)戦時中の電力事業の国家管理は，全国的送電線網を確立し，送電口

　　スを小さくし，合理化を果たした．このことは，戦後の民有民営の基

　　礎を築いた.

　（2）電力事業の経営形態はいろいろ変わったが，企業家精神に富んだ電

　　力事業経営者のいたことが，日本の電力事業の発展にとって重要な要

　　素であった．　　し=･･･．　　　　　　　　　　　　　　　　　･･　･．　．･

　（2)の指摘は，明治期の官業払い下げ後の成功を，企業家的努力によるも

のとした森川報告と共通するものである，

　第3報告趙建民先生（復旦大学助教授）と顧慶立氏（復旦大学大学院生）に

よる「明治政府の官業から民営への転向政策及びその社会的影響につい

て」は，明治期の官業払い下げについて，日本の文献や外国人の著書の中

国語への翻訳を参考に，詳細に分析したものであった．

　当時の官営事業の多くの経営不振を指摘しー政府の財政負担を軽減する

ための民間払い下げの必然性を説明しているが，民間払い下げがその後の

経済発展に大きく貢献したとの積極的評価が印象的であった．とくに，明

治政府による教育重視政策が，今日の日本人の経営管理能力の育成に果た

した役割を大きくみているが，ここにも，経営者に人材を得ることの重要

性，不可欠性の強調を明らかにみることができる．

　第4報告金明善先生（遼寧大学教授）と車維漢先生（遼寧大学助教授）に

よる「19世紀末の日本における財産権関係の重大な調整一明治政府の

『官業の払い下げ』を論ずｰ」は，官業払い下げの原因，過程および効

果を分析したものであった．

　とくに印象的と思われたのは，つぎの2点であった.

　(1）原因の分析では，明治期の官業における経営管理の未成熟が，官業
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　　払い下げを促進したと判断している.，　　　　　　　…………

　(2)効果の分析では，財産権の国すなわち国民全体から民間資本家への

　　譲渡が，企業家精神の発揮を促進し，官業の悪弊の＋掃に貢献し,六経

　済発展に有利に作用したと評価している．すなわち，民営化の意義と

　　効果を高く評価している．　　　　　　　………:ｸ‥‥　　　　　　‥‥‥‥‥‥

　(2)からは，民営化か経営者の企業家精神の発揮と企業家的努力を促した

との考え方を読み取ることができる／　　　　　　　　　　　‥　＼

………=以上の要約から明らかなように，明治の官業払い下げと戦中戦後の電ﾌﾟJ

事業再編成を分析をした4報告中3報告は，民営化企業の成否にとって経

営者による企業家精神の発揮,＼企業家的努力は√最大かう不可欠の重要な

要素であることの指摘で共通しており，残り1報告は√国から:民間への所

有権の移転,上すなわち民営化か，企業家精神の発揮に重要な場を提供した

ことを指摘している．これを私なりlに整理すると, ＋4報告を通してつぎの

ように結論づけることができる．すなわち, 4報告ども=，「企業の成功に

とって，経営者の質レすなわち企業家的能力と企業家的努力が最も重要な

要素であり√それが開花するのは民営化という土壌においでである」と．

つまり，民営化の意義の重視と経営者の賀と努力の強調という2点におい

て, 4報告は共通の結論に到達=したといえるい:　　＞･．･･．．　　　　．･

　日本が明治期以前の長い鎖国から開国してみると,ノ欧米資本主義諸国に

100年遅れていることが明らかとなった．しかし，民間企業の自然的生育

を待っていたのでは，早急にキャッチ・アップできないこども明らかで

あった．そこで明治政府は自ら官業を育成し，やがてそれを民間に払い下

げたﾄ民営化と企業家精神の発揮，企業家的努力との結合によって，それ

は成功をみるに至った／中国も，第2次大戦後長い間，一種の鎖国状態に

あった．開放政策に転じてみると，経済の遅れが明らかとなった．いま民

営化を押し進めることで,宍その遅れをとり戻そうとしているﾚ.くその際，高

い質の経営者を得るごと，その経営者が企業家精神1を発揮し,△企業家的努
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力をすることがきわめて重要であることが，日本の経験からの教訓として

明白である．　……，‥‥　　O　　　　　　　　I　　　　犬

し中国が日本の明治期の成功からこの教訓を学びとり，ただし，日本の経

験をそのまま取り入れ丿るというのではなくレ中国特有の社会経済体制に

合った方法でそれを実際面に適用し，民営化を成功に導き，経済発展を促

進し, 21世紀に世界の経済大国と心るよう期待するヶ民営化の実践と経

営者の企業家精神の発揮と経営努力にようてそれは可能である，と私は確

信七ている．この期待を込めて，私の第1セデ■>ョンのまとめを終えるこ

ととするj.

　(2)＼総ト　括

　日中双方の代表者が，今回の■> Vポジウムをつぎのようしに総括した．

　まず安部一成教授は，中国が日本の経験に学ぼうとする姿勢を肯定した

後，社会主義下の中国では民間市場がいまだ貧弱であるから↓……|:(ご|匡&虫自の

方法を追求すべきことを強調=された．日本の経験をそのまま輸入するので

あれば，「社会主義市場経済」の社会主義という接頭語は不要になるので

あり，「市場経済的社会主義」なら話は別になるという.，国が経営者の人

事や経営戦略に対して強べ干渉しないことが重要であり，経営の自主性が

完全に保証されるかどうかについて，中国の政治の現状からは大きな懸念

があるとされた‥しか七ながIら,＝このことが達成ざれなければ，たとえ所

有権を民間に移転したところで，民営化の目的の達成はほとんど不可能に

終わるであろう．国が所有者として経営に干渉するのを防止するためには，

国の所有割合の引き下げ．公私混合所有化か必要であるJことを強調された．

　つぎに陳建安教授は，まず今回のシンポジウムが新聞記者の関心の的に

もなっていること，シンポジウムの目的は日本の経験に学び√（‥中国の新し

い企業経営方法を模索することであると答えたことを紹介された．つぎに

日本側からの論文は15編，中国側からは14編，汁29編の論文があり，

26の大学や研究機関から参加者,を得たシンポジウムを通して，X効率．
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公共性と企業性，企業の社会性など新しいアイデアや方法論が生み出され，

日本の具体的な実例と成果が明らかになったとされ，学ぶところが多かっ

た，と積極的な意味合いを込めて総括されたトそしT,マルクスの政治を

見直す必要性，=生産と生産関係から民営化を再度考え直すべきことを指摘

された．中国の民営化に対しては国からの圧力,ｺ国民からの反対などかお

るが，公企業の存在理由と国有企業改革の必要性，必然性については，日

中共通の認識が得られたとされた．ただ中国では√:（1)政府が介入しない新

しい自由主義の確立の必要性, （2）企業経営のマクロ的環境としての市場の

未成熟，（3）市場は存在するが大手企業下の官僚的市場であること，(･4）社会

保障制度と民営化後の余剰人員対策, （5）政府の性格，以上五つの条件を考

慮すると√ｿ中国国有企業の民営化は，日本のそれに比七てはるかに難七い

こと，市場だけでは解決不可能であり,大政府の力，政府の役割が不可欠で

あることけ民営化されるべきでないもの，とくにインフラストラクチャー

の民営化に関しての政府のおり方の再検討の必要性などを力説された．

　陳教授の総括の内容は，以上のごとく，国有企業の非効率性と民営化の

必要性および困難性を，中国の政府，経済の現状に即して強く主張したも

のであったが，その論旨の明快さもさることながら,‥改革の熱意と研究者

としての大胆率直な建設的発言には，敬服と驚嘆を禁じえなかった．筆者

はここに，教授の進歩的批判精神と中国社会事情の変貌ぶりを実感するこ

ととなり，自らの中国観の改変の必要性を痛感させられたのであった.

　（3)優秀論文の表彰

　昼食時に，中国人研究者の手に成る論文の選考会が持たれ，筆者もその

末席をけがした．論議のすえ，つぎの2氏の論文が選ばれた．

　　鄙建華教授「日本国鉄民営化の原因」

　　金鳳徳教授「日本の国有企業とその民営化」

　（4)日本と中国学者の言葉　　　　ト

　ここでは日本側を代表して，山崎広明教授が意見を述べられた．教授は
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中国側への謝辞を述べた後，筆者のコメントの一部を取り上げられた.

「『公企業は歴史の産物であるとともに，政治の産物でもあり，歴史的役割

を終えたといえども，政治家の思惑や官僚の抵抗や利害関係者の反対のた

めに，座して待っていたのでは消滅に至るものではない』との遠山説につ

いて，われわれは改めて考える必要がある」というものであった．シンポ

ジウムではこれについての討議は時間的に不可能であったが，公企業研究

者の共通の検討課題として重要であることはレ日本の現状からみても疑い

ないところであろう．

Ⅳ　2, 3の学習成果

　シンポジウムを通して，中国人研究者は日本の民営化の経験から多くを

学んだことと推察されるが，それと同時に，筆者自身もまた学ぶところが

きわめて多かったごとくに重要な論点として√つぎの三つをあげておこう。

　1　民営化（民有化）と私有化との違い　　　　　‥　　　　‥　　　　==

　われわれ資本主義下の研究者は，民営化，民有化，私営化，私有化につ

いてはほぼ同義のものと考えているが，中国では，民営化と私有化を次元

の異なるものとして厳しく峻別していることが明らかとなった．箪者はレ

既述のごとく，企業における所有と経営は通常一体化しているものと考え

るから，民営化と民有化は大略同義と理解している（厳密にいうと民有化は

民営化の一部であり，民営化は民有化に対して上位概念と考えるから，完全に同義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）とするものではないが，その厳密な区別はここでは問わないこととする）. JTや

1）民営化と民有化の区別ないし概念上の上’ド関係については，遠山『現代公

　企業総論』第11章第3節に詳しい．また，つぎも参照されたい．遠山嘉博

　「民営化の方法（下）」『追手門経済論集』第25巻第1号, 1990年4月, ‥61－
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東日本以外のJR各社のごとき国有民営は，最終的には民有民営（完全民

営化）へ移行する過渡的形態とことらえている／しかしながら，中国では，

民営化は国有民営を大宗的形態とするもののごとくであり，そのさらなる

発展段階として公私混合所有や民有民営の諸形態を考えているものと受け

とめられた．しかし，この場合，民営は私有ないし私営ではないというの

であるよ=民営化ないし民有化は中国人民全体の所有となることであるから

肯定されるが√私有化は特定の個人的所有化であり，いわば資本家階級の

復活につながるがゆえに排斥されるべきものと位置づけられているようで

ある．社会主義を標榜する中国の政治経済体制のもとでは，国有財産の私

有化，特定の階層への帰属は許容さ=れないというのであろう．

　中国の社会主義（経済）の専門家でない筆者には，これを適切に論評す

る能力はないが，ここには依然と七てイデオnギーの呪縛をみざるをえな

い．中国が社会主義体制をとっている以上，いかに市場経済化を推進する

といっても，民営化を私有化と同義とするには至り難いことも理解できな

いわけではない．ただ問題は，国家の所有やコントロールを残したままで

の民営化か，日本はじめ資本主義諸国における民営化と同様の機能を発揮

し，所期の成果を収めることができるのかという点である．民間所有が人

民全体の所有というのであれば，それはとりも直さず国有であり，官僚的

国営の弊害の除去，民有こに基づく経営改革はどこまで達成できるのか．こ

のことは，つぎの問題をも提起することになる.

　2　民営化推進上の条件整備

　日本の民営化の経験の直輸入ではなく，「中国の社会経済体制に適合す

るよう加工された民営化」は，本シンポジウムにおける筆者の提言の中核

を構成するものであるが，それをいまここで具体的に述べるだけの知識は，

残念ながら筆者にはない。これはダンポジウム参加者全員が，とくに中国

人研究者が，今後真剣に熟慮，追究しなければならない問題である。ただ，
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逆説的に，中国において民営化か真の成果を収めるために不可欠と思われ

る条件について, 2, 3述べることは可能である．社会主義の中国では，

市場経済化の推進，その中核となる国有企業の民営化の実現に,ト資本主義

国にはない多くの問題や障壁のあることは確かであり，除去されるべき障

壁について考えてみよう．　　　　　　　　　　　　　　　上

　第1に，中国の民営化では国有国営の国有民営化，公私混合所有化を通

しての民営化か中心概念となっていると理解:したが,:……=国の所有や統制力の

残存が民営化の推進，深化，および民営化企業の企業性発揮の制約要因と

なる懸念かおるjし民営化か官僚的，非効率的国営の弊害を是正するために

は，民有部分の相当の拡大と民有への実質的な権利保障が不可欠である．

すなわち第2に，民有化は私有財産権（民有財産権というべきか?）ﾃﾞを不可欠

の前提条件とするものと考えられるが，中国では私有財産権はどのように

保障されるのであろうか．このことは，硬直的，非効率的な官僚的経営の

民有に基づく改革，効率化促進の圧力ないし効果とも大きく関連するとこ

ろである．第3に，長年貧の平等化に甘んじてきた中国人民が，民営化と

それに基づく市場経済化による富および所得の不平等の拡大をどこまで受

容しうるのかの問題かおる．このことは，社会主義を構成する中心的価値

である「平等」から，資本主義の中核的理念である万「自由」,への価値観の

移行とも関連する難しい問題でもある．　　　　……………

　金鳳徳教授は，「中国全土を通して地域間格差の生じない均衡発展に拘

泥していたのでは，中国経済の発展は遅れてしまう．たとえ地域による多

少の経済的格差が生じようと，中国が全体として経済的に発展し，経済的

成果の向上を人民全体が享受できればよいのだ」という意見を趙紫陽時代

に提言し，それは岡の受容するところとなったと鄭教授から伺った．この

考え方を敷術して，「地域上を「個人」に置き換えれば，「個人間の平等を

墨守すれば，それは貧の平等化になりかねず，個人間の所得および財産格

差が生じようと乱中国人民が全体として富むようになればよい」ヶという．
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筆者の従来からのマルクス主義批判の中核を構成する考え方となる．その

必要条件として私有財産権の保障が不可欠であるとともに，十分条件とし

て国民の価値観の変化，マルクス主義理念の桂桔からの脱却が必要となろ

うレ中国社会主義がこのきわめて資本主義的な思考といかに折り合いをつ

けるかは，民営化の成否を大きく左右する問題であると考える．

　3工言論の自由の予想外の成育　　　　　　　　　犬　‥

シンポジウムを通して，中国社会における言論の自由の健全な成育ぶり

を実感しえたことは√筆者の中国認識を大きく変化させるに十分な新発見

であった．筆者が接したのはアカデミズムの社会であり，一般社会におけ

る状況は具体的に把握しえていないが，シンポジウムでの諸報告や諸教授

との情報交換を通して√==言論の自由の予想外の健在ぶりを肌で感知したこ

とは,ﾆ筆者にとって大きな驚きであり，かつ喜びでもあった．ことに朱紹

文教授の寸他人の言説をうのみにせず，自らの頭で考え，行動せよ」との

学生への教示，鄭励志教授の国有企業改革の必要性の力説と民営化にかけ

る熱意の大きさ，陳健安教授の新聞記者への確固たる対応や政府に対する

明確な意思表示などには心打たれるものがあった．

今回の中国訪問により√社会主義下で市場経済化が予想以上に進展して

いることを知ると同時に，シンポジウム出席により，言論の自由が予想に

反して健全に成育しつつあることを実体験したことは，筆者にとって大き

な副収獲であった，ただし，「これは上海ならではのことであり，北京で

のことではない」という筆者の危惧は，見当はずれの憶測であってもらい

たいぐと思う．ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧

　　　　　　　　　………V　お　わ　り　に

大規模な国際シンポジウムの開催については，その準備から実行まで，
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復旦大学中日国際シンポジウム「日本公企業の民営化とその問題点」

復旦大学日本研究センター側では多大の労苦があったことと推察される．

今回のシンポジウムを通し七日中両国の研究者は√民営化問題を考えるう

えで，体制の違いを超えて大きな学習成果を収めることができた．筆者個

人としても，社会主義下の諸変化の直接的体験と中国観の是正という点で，

貴重な副産物も得た．招待して下さった鄭励志教授に対し，改めて深甚な

る謝意を表する次第である．また，日本側報告者の人選に当たられた山崎

広明東京大学名誉教授，直江重彦中央大学教授，橋本寿朗東京大学教

授にも感謝申し上げる．復旦大学日本研究センターでは，シンポジウム終

了後もなお，成果の年内刊行という作業が続いていることと推察されるが，

その上梓によってシンポジウムの成果が記録としてとどめられ，その各方

面への伝播を通して，実際的影響力が発揮されることを期待している.

　「社会主義を堅持したままで市場経済化を推進する」………=と=しヽう実験は，他

国に前例がない難しい問題を投げかけ始めているレその基礎となる「社会

主義下の民営化の推進」という他国に前例のない実験にも，未経験の難題

や障壁が立ちはだかってくるであろう．筆者が先に述べた丁中国は日本の

民営化の経験と教訓を，中国の社会経済体制に適合するよう接取，加工し，

実践する=こと土は，中国における民営化の最大の課題である．そして，そ

れは場合によっては，中国の社会経済体制そのもののよりよき改革にまで

至るかも七れないと考える．　才六==1万一=　　　　　j　　………=　……
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